
1.受動喫煙の防止

敷地内での喫煙は指定した場所のみで許可するものとし、

受動喫煙防止に努めます。

2.喫煙が及ぼす健康・環境への影響についての周知

喫煙者が健康に及ぼす影響について、ポスター掲示や

医療資料の回覧などで周知します。 

 3.禁煙時間の設立

禁煙時間を設け、従業員全員禁煙にチャレンジします。

禁煙時間 　9:00  ～  10:00 

14:00  ～  15:00

山陰酸素エンジニアリング株式会社

代表取締役 　名和川 映夫

山陰酸素エンジニアリング株式会社 

たばこ対策取組宣言 

令和7年9月4日


